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はじめに

１ 建築物の耐震化の必要性

平成7年1月に発生した阪神・淡路大震災において、多数の尊い生命が失われました。その主た

る原因は建築物の倒壊等によるものであったと言われています。

その後も日本全国各地で、平成16年10月 新潟県中越地震、平成17年3月 福岡県西方沖地

震、平成23年3月 東日本大震災、平成28年4月 熊本地震、平成28年10月 鳥取県中部地震、平

成30年6月 大阪北部地震、同年9月 北海道胆振東部地震、と多くの震災が発生し、大地震はい

つどこで発生してもおかしくない状況だと再認識させられました。

建築物の耐震化は、倒壊による直接的な被害の回避だけでなく、二次災害として生じる可能性

のある、火災、避難及び救助活動の妨げの防止に繋がり、大地震の発生時に想定される被害に対

し、必要な事前対策と考えます。

とりわけ、東南海・南海地震の発生が切迫性を指摘されており、岡山県内においても甚大な被害

が想定されています。また、美作市において身近な危険性である、山崎断層系活断層のうち市内に

存する大原断層及び、近接する那岐山断層帯などによる、直下型地震の発生の可能性を銘記し耐

震化に取り組む必要があります。

２ 計画策定の背景

阪神・淡路大震災の教訓をふまえて、平成7年に「建築物の耐震改修の促進に関する法律」（以

下「耐震改修促進法」という。）が制定されました。

その後、平成17年3月に行われた中央防災会議にて「東海地震及び東南海・南海地震に関する

地震防災戦略」が策定され 「被害想定の死者数及び経済被害額を今後10年間で半減させる。」

ことが減災目標として設定され、また、平成17年6月に行われた住宅・建築物の地震防災推進会議

の提言にて今後10年の耐震化の目標として掲げられた「住宅及び特定建築物の耐震化率の目標

を９割とする。」など、それら目標を踏まえた改正法が平成１８年１月に施行されました。また、平成25

年5月に耐震化のより一層の促進を図るため、一部改正が行われました。

耐震改修促進法に本計画の策定根拠となる、国は「基本方針」を、都道府県及び市町村は「耐

震改修促進計画」を作成することが、計画的な耐震化の推進のため規定されています。なお、現行

法では、耐震診断の義務付け及び指導等の対象となる建築物の要件、指導・助言等が、新たに規

定されています。

３ 計画の位置付け

前述の耐震改修促進法にもとづき、国により平成18年1月に「基本方針」が、岡山県により平成19

年1月に「岡山県耐震改修促進計画」が策定されました。

また、耐震改修促進法第6条において、「市町村は、都道府県耐震改修促進計画に基づき、当

該市町村の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための計画を定めるよう努め

るものとする。」と規定されています。
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これらの背景を受け美作市では平成21年に、市の地域状況を踏まえたうえで「基本方針」「岡山

県耐震改修促進計画」を勘案し、また「美作市地域防災計画（地震災害対策編）」との整合を図り、

「美作市耐震改修促進計画」を策定しました。その後、平成27年度、令和２年度と岡山県による岡

山県耐震改修促進計画の改定に伴い、追って「美作市耐震改修促進計画」を改定しています。な

お、耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策については、岡山県が策定した「岡山県建築

物耐震対策等基本方針」に基づき、本市における具体的な取り組みを計画しています。

４ 計画の目的等

1) 計画の目的

本計画は、美作市内に存する建築物に対して耐震診断及び耐震改修等を行うことにより、地震

による人的被害及び経済的被害を軽減することを目的とします。

前述の国による基本方針には、東海地震及び東南海・南海地震の死者数等を半減させるため、

住宅の耐震化率及び多数の者が利用する建築物の耐震化率について、令和2年度までに少なくと

も95％にするとともに、令和7年までに耐震性が不十分な住宅を、同年を目途に耐震性が不十分な

耐震診断義務付け対象建築物を、それぞれおおむね解消することが目標に掲げられており、美作

市計画においては、国が掲げる耐震化率の目標と市内で想定される地震規模・被害状況及び耐震

化の現状等を踏まえ、地震防災対策に取組むための目標を定め、補助制度を活用し所有者の負

担を軽減し、さらに普及啓発活動などをもって、耐震化の促進を図ることとします。

2) 計画期間

本計画では、国・県の目標年次と整合性を図り令和７年度とし、市内全域の耐震診断及び耐震

改修の促進を図るため、令和3年度から5年間の建築物の耐震化の取組方針を定めます。

なお、本計画については、事業進捗状況、社会情勢の変化等を踏まえ、必要に応じて適宜、目

標や計画内容の見直しを行います。

国 岡山県 美作市

耐震改修促進法

基本方針

美作市耐震改修促進計画

美作市地域防災計画
（地震災害対策編）

法第5条 指針

地震防災戦略
（中央防災会議）

建築物耐震対策等基本方針

岡山県地域防災計画
（震災対策編）

岡山県耐震改修促進計画
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3) 用語の定義

本計画で使用する主な用語について、次のとおり定義します。

耐震診断

地震に対する安全性を評価すること。

耐震改修

地震に対する安全性の向上を目的として、増築、改築、修繕もしくは模様替えまたは敷地の整

備をすること。

耐震化

耐震性が不足する建築物を、耐震改修、建替、除却などにより大地震時の倒壊する危険を取り

除くこと。

新耐震基準

昭和53年の宮城県沖地震の後に見直され、昭和56年6月1日に施行された新しい耐震基準を

指します。

旧耐震基準

昭和56年5月31日以前に用いられていた耐震基準です。阪神・淡路大震災では、新耐震基準

に基づいた建築物には大きな被害が少なかった一方で、旧耐震基準による建築物は被害が顕

著であり、その危険性が指摘されています。

耐震性の有無

地震に対し、新耐震基準と同レベルの耐震性能を持つこと。

新耐震基準では、極めて希に発生する大地震（震度6強から７の揺れに相当）に対して崩壊し

ないこと、希に発生する中地震（震度5強程度の揺れに相当）で損傷しないための構造計算や仕

様規定が定めれられています。

耐震化率

「全ての建物」に対する「耐震性がある建物」の割合。

「耐震性がある建物」には、①新耐震基準による建物の他、旧耐震基準のうち②耐震診断で耐

震性ありとされた建物、③耐震改修を実施した建物を含みます。

震度（震度階級）

ある場所の地震動の強さをいくつかの段階に分けて表現したもので、日本では気象庁が定め

た０から７までの10段階（震度５、震度６は、強・弱の2段階に分かれる）の震度階級となっていま

す。

所管行政庁（特定行政庁）

建築主事を置かない美作市の区域においては、岡山県を指します。

特定建築物

岡山県建築物耐震対策等基本方針に倣い、耐震改修促進法第14条に定める、特定既存耐震

不適格建築物と用途・規模要件が同じである、以下に示す全ての建築物を指します。

①学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、老人ホーム、その他

多数の者が利用する建築物で、一定の規模以上のもの 資料１

②一定量以上の火薬類、石油類など危険物の貯蔵場または処理場 資料１

③都道府県の耐震改修促進計画及び市町村の耐震改修促進計画に記載された道路に接し、地

震によって倒壊した場合、当該道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難にする恐れ

のある建築物(以下、「通行障害建築物」という。)
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なお、耐震改修促進法第14条に規定される特定既存耐震不適格建築物は、用途・規模等ごと

に耐震診断及び耐震改修の実施について義務付け及び努力義務等が課せられており、その対

象となる場合、所管の行政庁より耐震改修の指導及び助言、指示等受けることになります。さら

に、この指示に正当な理由がなく従わない場合、その旨を公表されることになります。

岡山県建築物耐震対策等基本方針

既存建築物の耐震化及び今後建築される耐震設計について、平成8年に岡山県が指針として

策定したもので、特定建築物を区分1･2（防災拠点となる公共建築物等）、区分3･4（不特定多数

の人の避難所として、利用が想定される建築物等）の4つに区分し、耐震化を早急に図ることを示

しています。 資料２

緊急輸送道路

大規模な地震が起きた場合に、避難・救助や物資の供給など、広範な応急対策活動を広域的

に実施するため、非常事態に対応した交通の確保を目的として指定された、重要な路線を緊急

輸送道路と呼びます。

岡山県では、以下の基準に基づき、第1次～第3次の緊急輸送道路を設定しています。

①第1次緊急輸送道路 ： 県庁所在地、県民局・地域事務所所在の市町、重要港湾、空港及び

広域物流拠点等を連絡し、広域の緊急輸送を担う道路

②第2次緊急輸送道路 ： 第1次緊急輸送道路と市町村役場、主要な防災拠点（行政機関、公共

機関、警察署、消防署、自衛隊等）を連絡する道路

③第3次緊急輸送道路 ： 第1次、第2次緊急輸送道路と防災拠点を連絡する道路

岡山県緊急輸送道路ネットワーク計画（ネットワーク計画）

岡山県緊急輸送道路ネットワーク計画策定協議会により、平成７年の「阪神・淡路大震災」を教

訓に、地震等の災害直後から発生する救急活動や緊急輸送を円滑かつ確実に実施するため策

定されたもの。

4) 耐震化を図る建築物

本計画では、特に耐震化を図る建築物として、建築基準法（昭和25年法律第201号）の耐震関係

規定に適合していない「耐震強度が不足する建築物」を対象とします。

なかでも、耐震改修促進法の趣旨に基づき、建築基準法の耐震関係規定が大幅に改正された

昭和56年5月31目以前に建築された旧耐震基準建築物は耐震強度が不足しているおそれが高い

ことから、重点的に取り組む必要があります。

5) 優先的に耐震化に着手すべき建築物の設定

次に掲げる旧耐震基準建築物については、建築物が持つ機能の重要性や市民の生命・財産を

守るという意味から、優先的に耐震化に着手すべきものと位置づけ、耐震化を推進します。

① 住宅

住宅は、人生の大半を過ごす欠くことのできない生活の基盤であり、市民の生命、身体及び財産

を守ることはもとより、地域全体が被災することを防ぐという観点からもその耐震化を積極的に促進し

ます。

② 特定建築物 （資料１参照）

防災拠点及び避難所となる特定建築物が地震により倒壊等の被害を受けた場合、社会的影響

が著しく大きいことから、強力に耐震化を促進します。
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③ 防災拠点となる公共建築物

岡山県建築物耐震対策等基本方針に準じて「災害対策本部、地方本部及び現地対策本部を設

置し、被災後応急活動や復旧活動の拠点となる建築物」及び「避難者及び傷病者の救援活動等の

拠点となる建築物」等の防災拠点となる公共建築物について、重点的に耐震化に取り組みます。

④ 要緊急安全確認大規模建築物 (耐震改修促進法附則第３条第１項 資料１参照）

耐震改修促進法の改正により、病院、店舗、ホテルなどの不特定多数の者が利用する

建築物、学校、老人ホームなどの避難に配慮を要する方が利用する建築物及び、危険物

を一定量以上貯蔵または処理している貯蔵場等のうち大規模なものについて、平成29年

度末までに耐震診断結果を報告することが義務付けられ、その結果を所管行政庁が公表

することとなりました。

※令和3年3月現在、美作市内に対象となる物件はありません。

⑤ 要安全確認計画記載建築物（耐震改修促進法第７条）

都道府県耐震改修促進計画又は市町村耐震改修促進計画に記載された

ア 大規模な地震が発生した場合においてその利用を確保することが公益上必要な建

築物（法第７条第１号）

イ 耐震診断を行わせ、耐震改修の促進を図ることが必要な、相当数の建築物が集合

し、又は集合することが確実と見込まれる地域を通過する道路等の沿道建築物（法第７

条第２号(令第4条第一号の建築物及び同条第二号の組積造の塀)）

（※ア、イを総称して要安全確認計画記載建築物という。）

そのうち、耐震関係規定に適合しない建築物は、所管行政庁が定めた期限までに耐震診

断結果を報告することが義務付けられ、その結果を所管行政庁が公表することとされまし

た。

※令和3年3月現在、美作市内に対象となる物件はありません。
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第１章 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標

１ 想定される地震の規模、被害の状況

美作市域においては、岡山県が行った山崎断層、那岐山断層、倉吉南方断層、大立・田代峠－

布江断層断層、中央構造線、南海トラフ地震、の７地震の地震想定を参考に、次の表のとおり地震

による人的・物的被害を想定しています。

その中でも山崎断層の地震においては震度６強が想定され、甚大な被害を受けるおそれがあり

ます。

○ 美作市内の人的・物的被害想定結果総括表－1

山崎断層
による地震

那岐山断層
による地震

倉吉南方
による地震

大立・田代峠

－布江断層

による地震

中央構造線
による地震

南海トラフ
による地震

Mw7.3 Mw7.0 Mw6.8 Mw6.8 Mw7.6

最大震度階級 6強 6弱 5弱 5強 3 5強

445  0  0  0  0  0  

(3.10%) (0.00%) (0.00%) (0.00%) (0.00%) (0.00%) 

1,232  3  0  0  0  3  

(8.60%) (0.00%) (0.00%) (0.00%) (0.00%) (0.00%) 

1,677  3  0  0  0  3  

5  0  0  0  0  0  

(0.00%) (0.00%) (0.00%) (0.00%) (0.00%) (0.00%) 

45  1  0  0  0  1  

(0.30%) (0.00%) (0.00%) (0.00%) (0.00%) (0.00%) 

81  1  0  0  0  2  

(0.60%) (0.00%) (0.00%) (0.00%) (0.00%) 

131  2  0  0  0  3  

15  0  0  0  0  0  

(0.10%) (0.00%) (0.00%) (0.00%) (0.00%) (0.00%) 

29  0  0  0  0  0  

(0.20%) (0.00%) (0.00%) (0.00%) (0.00%) (0.00%) 

44  0  0  0  0  0  

出火件数 1  0  0  0  0  0  

焼失棟数 2  0  0  0  0  0  

出火件数 1  0  0  0  0  0  

焼失棟数 0  0  0  0  0  0  

出火件数 3  0  0  0  0  0  

焼失棟数 6  0  0  0  0  0  

出展 ：  岡山県庁危機管理課が作成した各地震被害想定より ケースA 　冬深夜

 美作市の調査結果のみを集計しています。 ケースB 　夏12時

ケースC 　冬18時

全壊

大規模半壊

半壊

急
傾
斜
地
崩
壊
に
よ
る

建
物
被
害

全壊

液
状
化
に
よ
る
建
物
被
害 合計

A

B

C

出
火
件
数

半壊

合計

項　　目

地震動

全壊

半壊

合計

揺
れ
に
よ
る
建
物
被
害
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○ 美作市内の人的・物的被害想定結果総括表－2

山崎断層
による地震

奈義山断層
による地震

倉吉南方
による地震

大立・田代峠

－布江断層
による地震

中央構造線
による地震

南海トラフ
による地震

Mw7.3 Mw7.0 Mw6.8 Mw6.8 Mw7.6

最大震度階級 6強 6弱 5弱 5強 3 5強

死傷者 29  0  0  0  0  0  

負傷者 271  0  0  0  0  1  

重傷者 41  0  0  0  0  0  

死傷者 17  0  0  0  0  0  

負傷者 158  0  0  0  0  0  

重傷者 22  0  0  0  0  0  

死傷者 20  0  0  0  0  0  

負傷者 181  0  0  0  0  0  

重傷者 27  0  0  0  0  0  

死傷者 1  0  0  0  0  0  

負傷者 2  0  0  0  0  0  

重傷者 1  0  0  0  0  0  

死傷者 1  0  0  0  0  0  

負傷者 1  0  0  0  0  0  

重傷者 1  0  0  0  0  0  

死傷者 1  0  0  0  0  0  

負傷者 1  0  0  0  0  0  

重傷者 1  0  0  0  0  0  

死傷者 0  0  0  0  0  0  

負傷者 0  0  0  0  0  0  

重傷者 0  0  0  0  0  0  

死傷者 0  0  0  0  0  0  

負傷者 0  0  0  0  0  0  

重傷者 0  0  0  0  0  0  

死傷者 0  0  0  0  0  0  

負傷者 0  0  0  0  0  0  

重傷者 0  0  0  0  0  0  

死傷者 0  0  0  0  0  0  

負傷者 0  0  0  0  0  0  

重傷者 0  0  0  0  0  0  

死傷者 0  0  0  0  0  0  

負傷者 8  6  0  0  0  0  

重傷者 3  2  0  0  0  0  

死傷者 0  0  0  0  0  0  

負傷者 18  13  0  0  0  1  

重傷者 7  5  0  0  0  0  

死傷者 2  0  0  0  0  0  

負傷者 41  0  0  0  0  4  

重傷者 8  0  0  0  0  1  

死傷者 1  0  0  0  0  0  

負傷者 28  0  0  0  0  2  

重傷者 6  0  0  0  0  0  

死傷者 1  0  0  0  0  0  

負傷者 28  0  0  0  0  2  

重傷者 6  0  0  0  0  0  

出展 ：  岡山県庁危機管理課が作成した各地震被害想定より ケースA 　冬深夜

 美作市の調査結果のみを集計しています。 ケースB 　夏12時

ケースC 　冬18時

人
的
被
害

A

A

B

C

人
的
被
害
火
災
延
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に
よ
る

A
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C
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的
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〉
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る

A
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的
被
害
〈

屋
内
〉

A

B

建
物
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壊
に
よ
る

B

C

人
的
被
害

落
下
物
に
よ
る

落
下
物
に
よ
る

C
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○ 想定地震の震源域位置図

各断層位置

南海トラフ巨大地震 想定規模

出展：南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ（第１次報告）（平成２４年８月２９日発表）
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２ 耐震化の現状と耐震改修等の目標

計画では、国の基本方針及び岡山県耐震改修促進計画における耐震化率の目標を踏まえ、市

内の住宅及び特定建築物の耐震化の目標値を次のとおり定めます。 資料３

① 住宅

美作市には現在、約１万１千棟の住宅があり、耐震化率は71％と推計されます。国及び県の計画

を踏まえ、美作市の目標を95％に設定します。

② 特定建築物

（ア）多数の者が利用する建築物

耐震改修促進法第14条第1号に規定される用途・規模に該当する建築物は、民間及び市有を合

わせて美作市内に109棟あり、現在はこのうちの95棟が耐震性のある建築物と推計されます。なお、

岡山県建築物耐震対策等基本方針に基づく区分別の現状耐震化率及び目標は以下のとおりで

す。

※１ 元々耐震性があったもの

住宅土地統計調査結果(平成30年)より推計

※２ 耐震改修を実施したもの

住宅土地統計調査結果(平成30年)より推計

1,426棟

226棟

3,066棟 7,585棟
29% 71%

耐震化を促進すべき建築物 耐震化率の対象

44% 56%
耐震性なし ※１ ※２ 耐震性あり

美作市内の住宅

10,651棟
昭和56年以前の建築 昭和57年以降の建築

4,718棟 5,933棟

当初
耐震化率

当初目標
耐震化率

平成28年度
改定時

耐震化率

平成28年度
改定時

目標の耐震化率

現状
耐震化率

目標
耐震化率

（平成20年度末） （平成27年度末） （平成27年度末） （令和2年度末） （令和元年度末） （令和7年度末）

69% 90% 71% 95% 71% 95%

区分

住宅

当初
耐震化率

当初目標
耐震化率

平成28年度
改定時

耐震化率

平成28年度
改定時

目標の耐震化率

現状
耐震化率

目標
耐震化率

（平成20年度末） （平成27年度末） （平成27年度末） （令和2年度末） （令和元年度末） （令和7年度末）

1

災害対策本部及び現地
対策本部を設置、被災
後応急活動や復旧活動
の拠点となる建築物

県・市町村の庁舎、警
察本部、警察署で地域
防災計画で定めるもの

86% 100% 86% 95% 86% 100%

2

被災時に、避難所及び
傷病者の救援活動など
救助活動の拠点となる
建築物

公立の学校、病院、体
育館、公民館、各種セ
ンター、消防署等で地
域防災計画で定めるも
の

74% 100% 100% － － －

3
不特定多数の者が利用
する建築物

病院、劇場、観覧場、
集会場、展示場、百貨
店等で法の指示対象建
築物

69% 80% 75% 95% 84% 95%

4 その他の建築物
賃貸住宅（共同住宅に
限る。）、寄宿舎、下
宿、事務所、工場等

65% 80% 69% 95% 81% 95%

区分
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（イ）地震発生時に倒壊等により多大な被害につながるおそれがある危険物を取り扱う建築物

耐震改修促進法第14条第2号に規定される、500㎡以上かつ一定以上の数量の危険物を取り扱

う建築物は、美作市内では9棟の民間建築物が該当しましたが、全て新耐震基準の建築物でした。

（ウ）地震発生時に倒壊した場合、通行を確保すべき道路を閉塞させることとなる沿道の建築物

耐震改修促進法第14条第3号に規定される対象路線を調査した結果、15棟の沿道民間建築物

が通行障害建築物の要件に該当しました。なお、現在の耐震化率及び目標は以下のとおりです。

○ 美作市内の緊急輸送道路路線図

当初
耐震化率

当初目標
耐震化率

平成28年度
改定時

耐震化率

平成28年度
改定時

目標の耐震化率

現状
耐震化率

目標
耐震化率

（平成20年度末） （平成27年度末） （平成27年度末） （令和2年度末） （令和元年度末） （令和7年度末）

100% 100% 100% － － －
危険物の貯蔵又は処理場の

用途に供する建築物

区分

当初
耐震化率

当初目標
耐震化率

平成28年度
改定時

耐震化率

平成28年度
改定時

目標の耐震化率

現状
耐震化率

目標
耐震化率

（平成20年度末） （平成27年度末） （平成27年度末） （令和2年度末） （令和元年度末） （令和7年度末）

53% 80% 53% 80% 60% 80%

区分

道路を閉塞させるおそれのある建築物
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３ 市が所有する公共建築物の耐震化

市有施設の内つぎの64棟が特定建築物に該当し、現状の耐震化率は97％です。 また、特定

建築物に該当しない小規模建築物についても、その多くを避難所に指定しています。市有施設の

耐震化が先駆的な役割を担うとの考えから、積極的な耐震調査・診断・改修を進めます。

○ 市有の特定建築物の現状と目標

※棟別リストは 資料４ 参照

耐震性有 改修済み 未改修 除却
（平成20年度末） （平成27年度末） （平成27年度末） （令和2年度末） （令和元年度末） （令和7年度末）

庁舎 5 1 6
公民館 1 1

小計 6 0 0 0 0 1 7
消防署 1 1
病院・診療所 1 1
学校・幼稚園 10 15 25
体育館 7 7

小計 18 0 16 0 0 0 34
集会場 1 1
ホテル・旅館 1 1
老人福祉施設 2 2

小計 4 0 0 0 0 0 4
学校・幼稚園 1 1
体育館 2 2
集会場 1 1
ホテル・旅館 1 1 2
共同住宅 9 2 1 12
老人福祉施設 1 1

小計 15 2 1 0 1 0 19

43 2 17 0 1 1 64 76% 100% 96% 100% 97% 100%

100%

100%

平成28年度
改定時

耐震化率

平成28年度
改定時目標
耐震化率

86%

合計

耐震性

未診断
区分

S56以降

当初目標
耐震化率診断済

86% 86%

当初
耐震化率

100%

総計

3

現状
耐震化率

100%

-

100% -

75% -

-

目標
耐震化率

100%

-100%

100%

-

-100%

4

2

1

74%

100% -

-
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第２章 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策

１ 基本的な取組方針

建築物の耐震化を促進するためには、建築物の所有者等が、地震防災対策を自らの問題として、

また、地域の問題として捉え、主体的に取り組むことが何よりも重要であり、目標達成のための前提

となります。

市は、このような建築物の所有者等の取組を支援する観点から、耐震診断及び耐震改修に伴う所

有者等の負担軽減のための補助制度の構築や耐震化を行いやすい環境の整備など必要な施策

を講じ、耐震改修の阻害要因となっている課題を解決していくこと、また、所有する公共建築物の耐

震化に取り組むことを基本的な取組方針とします。

２ 支援策の概要

国の補助制度を活用し、県と連携しながら各種補助金の補助制度を充実させ、建築物の所有者

が耐震診断や耐震改修を円滑に実施できるよう支援していきます。

また、これらの補助制度のほか、国の耐震リフォーム減税、融資制度等について広く市民に情報

提供し、建築物の耐震化の取り組みを支援します。

○ 補助制度の概要

○ 耐震診断補助事業

建物の用途や構造により、以下の補助制度に分類されます。

※令和３年度の事業概要であり、今後変更する場合があります。

　　　　　　　　　　　　　　耐震診断補助事業建物別 フローチャート
建物の用途や構造により、以下の補助制度に分類されます。

60,000円 3,670円/㎡

68,000円 1,570円/㎡

76,000円 1,050円/㎡

1,000㎡未満　

1,000㎡以上2,000㎡未満　

 2,000㎡以上

見積

－

見積

建築物耐震診断事業戸建て住宅耐震診断事業

一戸建て住宅

木造住宅

2階建て以下であること

兼用住宅は過半が住宅であるもの

S56年5月31日以前に着工された建物

以下の工法以外である

　・丸太組（ログハウス）

　・建築基準法第38条に基づく認定工法

1,500,000円 or 3,000,000円

補助単価

補助金限度額

委託先
（診断者）

岡山県建築士事務所協会

定額補助
ただし90,000円を限度とする

２/３以内
ただし90,000円を限度とする

２/３以内

岡山県知事指定の建築士事務所

事業種別

診
断
経
費

補助率

診断料

岡山県認定の木造住宅耐震診断員
岡山県知事指定の建築士事務所

～200m2　71,200円
以降100m2追加ごとに　9,100円追加

200m2～300m2まで　

木造住宅耐震診断事業

300m2～400m2まで　

 ～200m2　　　 

はい

はい

いいえ

いいえ
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○ 耐震改修補助事業

国の「住宅・建築物安全ストック形成事業」を活用し、特に耐震性の向上が求められている旧基準

の木造住宅の耐震改修に対して助成します。

補助対象となる住宅

・昭和56年5月31日以前に建築された2階建て以下の木造住宅

・市の補助を受けて耐震診断を行ったもので、Is値0.3未満又はIw値0.7未満のもの

補助内容

・補助対象経費の限度額 ： 34,100/㎡×50%

・補助率 ： 補助対象経費の4/5 ただし100万円を限度とする

○ 既存ブロック塀等撤去補助事業

国の「住宅・建築物安全ストック形成事業」を活用し、危険なブロック塀等の撤去事業に対して助

成します。

補助対象となるブロック塀等

・当該計画に位置づける避難路沿道に存していること（建築物に附属しないブロック塀等も含む。）。

・美作市ブロック塀等撤去事業費補助金交付要綱に位置づける、危険なブロック塀等であること。

・道路面からの高さが80センチメートル以上であること。

・道路境界線からブロック塀等までの距離が、ブロック塀等の高さ以下であること。

補助内容

・補助対象経費の額 ： 補助対象ブロック塀等の撤去に要する見積もり額と、補助対象となる長さ

に１ｍあたり9,000円を乗じた額を比べて、小さい方の額

・補助率 ： 補助対象経費の2/3 ただし15万円を限度とする

○ 耐震改修促進税制の概要（租税特別措置法等によります。）

３ 耐震化をより推進するための施策について

令和3年度より新たに美作市住宅耐震化緊急促進アクションプログラムを策定し、定める取り組み

の実施により市内住宅の耐震化の推進を図ります。なお、当該プログラムによる取り組みは毎年度

実施し、実施による成果を検討・公表し、検討結果に基づき更なる耐震化の推進を目指しプログラ

ムの見直しを行いながら進めていきます。

対象

・所得税

　個人が、平成18年4月1日～令和3年12月31日までに、旧耐震基準(昭和56年5月31日まで
の耐震基準)により建設された住宅を新基準に適合させるための耐震改修工事を行った場
合、当該耐震改修工事に要した費用の10％相当額(25万円を限度)をその者のその年度分の
所得税額から控除。

・固定資産税

　個人が、旧耐震基準により建設された住宅の耐震改修工事(工事費用50万円以上のもの)
を、平成25年1月1日～令和4年3月31日までに行った場合、翌年度固定資産税(1戸当たり
120㎡相当部分までに限る)を1/2に減額。
(税務課への申請が必要です)

・所得税、法人税

事業者が行う特定建築物の耐震改修促進法の認定計画に基づく耐震改修工事の費用につい
て10％の特別償却(詳細は税務署にお問い合わせ下さい)

主な要件等

住宅

事業用建築



- 14 -

４ 安心して耐震改修できる環境整備

1) 専門技術者の養成・紹介体制の整備

岡山県では、これまで建築士を対象とした講習会を開催し、「木造住宅耐震診断員」の養成を行

うとともに、診断員の登録を進め、その状況がわかるホームページを整備し公表しています。また、

一定の調査精度を確保することや報告書の内容を統一できるよう「岡山県木造住宅耐震診断マニ

ュアル」を作成しています。

市では、市内の建築士などが講習会に参加し、耐震診断・耐震改修に必要な技術の向上が図

れるようにします。

また、建築物の所有者等が耐震診断を安心して実施できるよう、診断員の養成、登録状況の情

報提供等を行います。

2) 講習会等による普及啓発

(社)岡山県建築士会、(社)岡山県建築士事務所協会、(社)日本建築構造技術者協会中国支部

岡山地区等の県内建築関係団体等と連携し、住宅の耐震化の必要性、重要性を専門家や技術者

はもとより、一般の方にもわかりやすく説明するため、市が開催する各種催事や建築防災週間等の

イベントの機会に建築物の耐震診断及び耐震改修の必要性、重要性について普及啓発を図りま

す。

５ 地震に対する総合的な安全対策

3) 建築物の耐震化に加えて行うべき事前の対策

平成17年３月の福岡県西方沖地震や同年８月の宮城県沖地震の被害の状況から、ブロック塀の

安全対策、ガラスの破損や天井の落下防止対策等の必要性が改めて指摘されています。また、同

年7月の千葉県北西部地震では、エレベーターの閉じ込め事故や運転停止が多発するとともに、救

出や復旧に時間を要しました。

これらの観点から、地震時の被害を縮小し、迅速な復旧活動を行うためには、総合的な安全対策

に取り組む必要があります。

① ブロック塀等の安全施策

地震によりブロック塀等が倒壊すると、死傷者が出るおそれがあるだけでなく、道路を塞ぐことによ

り避難や救護・消火活動にも支障が生じるおそれがあります。このため、ブロック塀等の倒壊の危険

性や正しい施工方法について、ホームページや広報紙への掲載を通じて市民に周知を図ります。

特に、老朽が激しいなど危険なブロック塀等の所有者等に対して、ブロック塀の撤去又は改善を

促すため補助を行うとともに、日頃の点検の重要性について啓発を図ります。

② 窓ガラスや屋外看板等の落下防止

地震時の窓ガラスの飛散、屋外看板、外壁等の落下があれば、死傷者の発生や、がれきにより

避難・救援活動に支障をきたすおそれがあります。このため窓ガラス等の破損や落下の危険性を市

民に周知するとともに、施工状況の点検の実施、ガラス留め材の改善、屋外看板や外壁材の補強・

落下防止等に関する普及徹底を図り、必要に応じて改善指導を行います。
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③ 天井等の非構造部材の安全確認

東日本大震災において、大規模空間を有する建築物の天井が脱落する被害が多数生じたことを

受けて、建築基準法施行令等の改正等が行われ、平成26年4月1日に新しい技術基準が施行され

ました。この改正により、新築等を行う建築物における特定天井（高さ6ｍ超、水平投影面積200㎡超

の吊り天井等）について脱落防止対策に係る新たな技術基準が適用されることとなりました。

このため建築物の所有者等へ天井等の構造・施工状況について点検を促すとともに、適切な施

工技術及び補強方法の普及徹底を図り、必要に応じて改善指導を行います。

④ エレベーターの安全対策

平成21年9月に施行の建築基準法施行令等の改正により、新設エレベーターについては、戸開

走行保護装置の設置や地震時等管制運転装置の設置が義務化され、既設エレベーターについて

も改修が求められています。そのためエレベーター内への閉じ込めによる災害を防止するために、

建築物の所有者等及び利用者に既設エレベーターの改修や地震対策、管制運転・安全装置等の

整備や改良の必要性について普及徹底を図り、必要に応じて改善指導を行います。

また、東日本大震災においてエレベーターの釣合おもりやエスカレーターが落下する

事案が複数確認されたことから、平成26年4月施行の建築基準法施行令等の改正等に伴

いエレベーター及びエスカレーターの脱落防止対策が明確に示されたことにより、既設エ

レベーター等についても必要に応じて改善指導を行います。

⑤ 家具の転倒防止

地震時の家具の転倒は、居住者の生命に危険を及ぼすおそれがあるほか、倒れた家具により部

屋の出入り口や廊下が塞がれ、避難や救助活動を困難にします。このため家庭で出来る身近な耐

震対策として家具の転倒防止をホームページや広報誌を通じて市民に呼びかけるとともに、住宅耐

震アドバイザー事業を通じて家具の固定方法の普及徹底を図ります。

⑥ 給湯器の転倒防止

東日本大震災において住宅に設置されていた電気給湯器がアンカーボルトの緊結が

不十分等の原因で多数転倒したことを受け、建築設備の構造耐力上安全な構造方法を

定めた告示が改正され、電気給湯器だけではなく、ガス、石油も含めたすべての給湯設

備について転倒防止措置の基準が明確化されました。

これらの状況を踏まえ、建築物における給湯設備の転倒防止対策やそれらに付随する

配管等の落下防止対策に関する周知を図ります。

4) 地震発生後の対応

地震により建築物・宅地が被害を受け、被災建築物・被災宅地の応急危険度判定が必要となっ

た場合は、市に被災建築物・被災宅地の判定実施本部等を設置し、県と連携しながら応急危険度

判定活動を円滑に進め、余震等による二次被害を防止します。

６ 地震に伴う崖崩れ等による建築物被害の軽減対策

地震に伴う崖崩れや大規模盛土造成地の崩壊等による建築物の被害軽減のため、がけ地近接

等危険住宅移転事業の活用をすすめます。
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７ 地震発生時に通行を確保すべき道路に関する事項

耐震改修促進法では、建築物が地震によって倒壊した場合において、道路の通行を妨げ、多数

の者の円滑な避難を困難とすることを防止するため、法第５条第３項第２号、３号により都道府県耐

震改修促進計画に、また、法第６条第３項により市町村耐震改修促進計画に位置づける、道路の

沿道に存する一定の高さ以上の建築物で、新耐震基準に適合しない建築物について耐震診断の

義務付け等、記載することができると規定されています。

5) 耐震診断の義務付け等を行う緊急輸送道路

美作市においては県と連携し、法第６条第３項第１号に基づき、耐震診断の義務付け等を行う緊

急輸送道路として、ネットワーク計画で定められた第１次緊急輸送道路のうち、災害時の拠点を連絡

する広域幹線道路であり、かつ、第１次防災拠点 （ 市役所庁舎 ） を連絡する道路を指定します。

資料６

6) 耐震化努力義務道路

法第６条第３項第２号に基づく耐震化努力義務道路として、ネットワーク計画における第

１次～第３次緊急輸送道路の全て（耐震診断の義務付けを行う緊急輸送道路を除く。）を

耐震化努力義務道路として指定します。 資料６

7) 危険なブロック塀等の安全対策が必要な避難路

大規模な地震が起きた場合などに、市民の生命・安全を守るため、ブロック塀等の安全

対策が必要な避難路として、以下の経路を指定します。

・岡山県緊急輸送道路ネットワーク計画策定協議会で定める緊急輸送道路の内、

市内に存する経路

・市教育委員会へ報告された各小中学校の通学路

・市が別に定める、住宅や事業所等から避難所や避難地等へ至る経路

８ 学校施設の耐震化の推進

学校施設は、子供たちにとって一目の大半を過ごす学習・生活の場であり、子供たちの教育施

設であると同時に、地域住民にとって最も身近で、生涯にわたる学習、文化、スポーツなどの活動

の場として利用される地域コミュニティの拠点として、また、地震等の非常災害時には避難場所とし

て利用される地域の防災拠点としても重要な役割を担っています。学校施設の耐震診断及び耐震

改修の促進を図るため、耐震化優先度調査の実施・評価を基に耐震診断の実施・評価を行い、耐

震改修の年次計画により耐震化事業の促進を図ります。

９ 避難所予定施設の耐震化の推進

美作市地域防災計画で指定した避難所予定施設は、特定建築物に該当しない比較的小規模な

ものについても、中山間地域に位置する本市に於いては、災害時はその機能を十分に果たすこと

が必要であり、耐震化に取り組みます。
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第３章 建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及

１ 地震防災マップの作成・公表

地図上で市内全域を５０ｍ四方のメッシュに区

切り、想定地震に対する地表の最大震度を表示し

た『揺れやすさマップ』を作成し、ホームページや

広報紙を通して公表します。これにより、建築物の

所有者等の防災意識の高揚を図るとともに建築物

の耐震化の必要性を啓発します。 資料５

２ 相談体制の整備・情報提供の充実

都市住宅課を相談窓口として、耐震診断等事業費補助金の申込や建築相談等に対応していま

す。引き続き、この相談窓口において、耐震改修の工法、助成制度、税制等の情報提供を行うとと

もに、ホームページ等を通じて最新の情報を提供するよう努めます。

３ パンフレットの配布、講習会等の開催について

国、県、関係機関等が作成した耐震関係のバンフレットを活用し、市民に配布して耐震対策の重

要性を啓発します。

また、建築物防災週間等の各種行事やイベントの機会をとらえ、県と連携し、岡山県木造住宅耐

震診断員などによる出前講座、耐震化出前授業用キットなどのブース出展など、一般向けの講習

会の開催及び、耐震パンフレットの配布などにより、建築物の耐震診断及び耐震改修の必要性に

ついて普及啓発を図ります。

４ リフォームにあわせた耐震改修の誘導

リフォーム工事や増築工事は、耐震改修を実施する好機であり、これらの工事とあわせて耐震改

修工事を行うことは別々に工事を行うよりも費用負担、工期の面で効果的です。

都市住宅課にリフォーム相談窓口を設置しており、このような利点について市民に普及啓発を図

り、リフォームにあわせた耐震改修の誘導を図っていきます。
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５ 地域との連携・支援策

地震防災対策は、「自らの命は自ら守る：自助」、「自らの地域は皆で守る：共助」が基本であり、

地域が連携して地震対策を講じることが重要です。日頃から、地域の危険箇所や避難路などを確

認し、集落単位の防災マップを作成してこの情報を地域で共有しておくことは大変効果的であるた

め、このような取組みを行う町内会、自主防災組織等に対して、必要な情報を提供します。

６ 地震保険の普及啓発

万一の地震に備え地震保険に加入していれば、将来的な負担の軽減及び資産の保全を図るこ

とができます。また、平成18年度税制改正により、損害保険料控除を改組し、地震保険料控除が創

設されました。地震保険料の支払額（所得税最高5万円、住民税最高2万5千円）を所得総額から控

除することもできるため、パンフレットの配布等により地震保険の普及啓発に努めます。



- 19 -

第４章 耐震改修促進法及び建築基準法による指導、勧告等

１ 耐震改修促進法による指導等の実施に関する所管行政庁との連携

美作市を所管する所管行政庁である県は、特定建築物の耐震診断及び耐震改修の適確な実施

を確保するため必要があると認めるときは、当該特定建築物の所有者に対して必要な指導及び助

言及び指示を行います。美作市は所管行政庁である岡山県と連携を図りながら、指導等に協力し

ます。

２ 建築基準法による勧告・命令等の実施に関する特定行政庁との連携

所管行政庁が法第15条第3項に基づき公表を行ったにもかかわらず、所有者が耐震改修等を行

わない場合であって、当該建築物の構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性について著しく

保安上危険であると認められる場合は、当該建築物の所有者に対して、特定行政庁である県は、

建築基準法第10条第3項に基づき、当該建築物の除却、改築、修繕等を行うよう命令を行います。

さらに、当該建築物が、損傷、腐食その他劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上危険と

なるおそれがあると認められる場合については、当該建築物の除却、改築、修繕等を行うよう勧告

やその勧告に係る措置をとるよう命令を行います。

なお、勧告や命令については、特定行政庁である県と美作市が協議、協力し、耐震診断及び耐

震改修を行わないことが、その利用者や周辺住民の生命や財産を守るうえで危険であることについ

て周知を図りつつ、実施します。

また、耐震改修促進法に基づく指示等と建築基準法に基づく指導等は、整合を図りつつ行いま

す。

第５章 その他建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関し必要な事項

１ 計画促進のための連携体制

岡山県及び県内全市で構成、設置されている「岡山県建築物耐震対策連絡会議」を通して、耐

震診断及び耐震改修の普及啓発に係る協力、情報交換を行い、本計画の着実な推進を図ります。

また、耐震化の促進へ向けて、(社)岡山県建築士会、(社)岡山県建築士事務所協会、(社)日本

建築構造技術者協会中国支部岡山地区等、県内建築関係団体等と連携体制を維持・発展するよ

うに努めます。

２ その他

本計画を実施するに当たり、必要な事項は別途定めます。
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資料１

資料

特定建築物

法第14条第1号関係（多数の者が利用する建築物）

○ 対象用途と規模要件
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法第14条第2号関係（危険物を取り扱う建築物）

○ 危険物の数量
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資料２

岡山県建築物耐震対策等基本方針の概要

平成 8年 8月策定

平成16年 5月一部改訂

１ 建築物単体の耐震対策

個々の建築物の耐震化については、既存のもの及び今後建築されるものについて、次の考え方を

基本とする。

２ 面的な建築物の耐震対策

老朽木造建築物密集地などの、面的な建築物の耐震対策について、考え方の基本を示す。

３ 広域的な地震被害への耐震対策

地震発生直後の広域的な被害に速やかに対応して、二次災害を防止するための対策につい

て、考え方の基本を示す。

４ 建築物耐震化等に関する支援体制の整備

建築物の耐震化を円滑に推進するための技術者の支援体制の整備について、考え方の基本を

示す。

５ 建築物耐震化等に関する普及・啓発

建築物の耐震化に関する知識等の県民への普及・啓発について、考え方の基本を示す。

６ 天井等二次部材に関する耐震対策

避難施設として指定され、また使用要請を受ける可能性の高い公共施設の二次部材の耐震対

策を計画的に推進するため、二次部材に関するチェックリスト及び対策方法を定める。

既存のものなど(※1) 今後建築されるもの

1. 災害対策本部等を置くもの
（具体例）庁舎、警察本部、警察
署等

　平成 20年度末を目途に耐震
診断を実施する。
　必要に応じて改修計画を策定
し、平成 25年度を目途に改修工
事を実施する。

　地震に対する構造安全性を割
増して設計する。（ 1.25倍）
ライフライン遮断時の自立機能を
確保する。

2. 避難施設等となるもの
（具体例）公立学校、病院、体育
館等

　平成 25年度末を目途に耐震
診断を実施する。
　必要に応じて速やかに改修計
画の策定と改修工事を実施す
る。

　地震に対する構造安全性を割
増して設計する。（ 1.1倍）

3. 不特定多数の者が利用す
るもの(※2)
（具体例）百貨店、劇場、ホテル
等

　建築物の所有者から耐震診断
等の計画を個別に聴取し、耐震
診断と改修を指導する。

　現行の耐震基準に基づき設計
する。

4. その他
（具体例）住宅等上記以外

　耐震診断の重要性について、
一般的な普及・啓発を実施する。

　現行の耐震基準に基づき設計
する。

 

(※2) 3階以上かつ延べ面積2,001㎡以上のもの。

建築物区分

その他の建
築物

防災拠点と
なる公共建
築物

(※1) 建築確認を昭和56年5月31日以前に受けて建築されたもの及びそれ以後のピロティ形式や壁、窓の配置が偏っているもの。
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資料３

上位計画による耐震化の現状と目標

岡山県耐震改修促進計画より抜粋

住宅

当初の耐震化率
当初目標の
耐震化率

平成28年度
改定時

耐震化率

平成28年度
改定時

目標の耐震化率
現状の耐震化率 目標の耐震化率

（平成20年度末） （平成27年度末） （平成27年度末） （令和2年度末） （令和元年度末） （令和7年度末）

67% 90% 75% 95% 82% 95%

特定建築物　法第14条第1号

当初の耐震化率
当初目標の
耐震化率

平成28年度
改定時

耐震化率

平成28年度
改定時

目標の耐震化率
現状の耐震化率 目標の耐震化率

（平成20年度末） （平成27年度末） （平成27年度末） （令和2年度末） （令和元年度末） （令和7年度末）

1

災害対策本部及び現地
対策本部を設置、被災
後応急活動や復旧活動
の拠点となる建築物

県・市町村の庁舎、警察
本部、警察署で地域防
災計画で定めるもの

48% 100% 65% 95% 76% 95%

2

被災時に、避難所及び
傷病者の救援活動など
救助活動の拠点となる
建築物

公立の学校、病院、体
育館、公民館、各種セン
ター、消防署等で地域
防災計画で定めるもの

50% 80% 79% 95% 95% 95%

3
不特定多数の者が利用
する建築物

病院、劇場、観覧場、集
会場、展示場、百貨店
等で法の指示対象建築
物

61% 80% 83% 95% 86% 95%

4 その他の建築物
賃貸住宅（共同住宅に
限る。）、寄宿舎、下宿、
事務所、工場等

69% 80% 84% 95% 87% 95%

特定建築物　法第14条第2号

当初の耐震化率
当初目標の
耐震化率

平成28年度
改定時

耐震化率

平成28年度
改定時

目標の耐震化率
現状の耐震化率 目標の耐震化率

（平成20年度末） （平成27年度末） （平成27年度末） （令和2年度末） （令和元年度末） （令和7年度末）

70% 85% 78% 95% 78% 95%

特定建築物　法第14条第3号

当初の耐震化率
当初目標の
耐震化率

平成28年度
改定時

耐震化率

平成28年度
改定時

目標の耐震化率
現状の耐震化率 目標の耐震化率

（平成20年度末） （平成27年度末） （平成27年度末） （令和2年度末） （令和元年度末） （令和7年度末）

- - - - - おおむね解消

区分

道路を閉塞させるおそれのある建築物

区分

区分

危険物の貯蔵又は処理場の
用途に供する建築物

住宅

区分



  多数の者が利用する建築物（市有）
   岡山県建築物耐震対策等基本方針に準ずる

改修済 未改修 除却

被災後応急活動や復旧活動の拠点

美作市役所 栄町38-2 RC 4 3,227 1

美作市民センター 栄町35 RC 3 1,580 1

勝田総合支所 真加部1616 RC 3 2,590 1

大原総合支所 古町1709 RC 3 2,715 1

東粟倉総合支所 太田152-1 RC 2 1,455 1

作東総合支所 江見945 RC 2 3,366 1

英田総合支所 福本810-2 RC 3 2,426 1

小計 6 0 0 1 0 0 7 86%

被災時に避難者・傷病者の救援・救助活動の拠点

消防署 事務所 消防組合本部 楢原下1098 RC 2 2,096 1

病院 病院 大原病院 古町1771-9 RC 5 6,580 1

RC 2 2,391 1

RC 1 1,253 1

S 3 3,925 1

RC 3 2,798 1

RC 3 1,360 1

RC 3 1,428 1

S 3 1,560 1

RC 3 1,961 1

RC 2 3,587 1

RC 1 1,138 1

英田中学校 福本733 RC 3 1,531 1

勝田小学校 真加部1366 RC 3 1,252 1

梶並小学校 梶並104-4 RC 3 2,498 1

勝田東小学校 大町64 RC 3 1,925 1

RC 2 3,538 1

RC 1 1,010 1

青野395 RC 3 1,604 1

青野397-1 RC 2 1,414 1

美作第一小学校 湯郷58 RC 3 2,774 1

美作北小学校 楢原中60 RC 3 2,186 1

旧豊田小学校 北原498 RC 2 1,173 1

江見小学校 江見573 RC 3 2,287 1

旧吉野小学校 五名1263 RC 2 1,470 1

土居小学校 土居203 RC 3 1,130 1

小・幼 粟井小学校・粟井幼稚園 小野530 RC 3 2,008 1

勝田ひまわりドーム 真加部36-1 RC 1 1,836 1

大原体育館 下庄町859 S 1 1,535 1

武蔵武道館 今岡15-1 RC 2 6,057 1

美作アリーナ 中山1200-5 S 2 3,978 1

作東海洋センター 江見910-3 RC 1 1,716 1

農業者トレーニングセンター 福本656 S 1 1,750 1

大芦高原体育館 上山1736-5 S 1 1,257 1

小計 18 0 16 0 0 0 34 100%

不特定多数の者が利用する建築物（法で指示の対象となる規模のもの）

集会場 作東バレンタインプラザ 江見944 RC 4 2,819 1
ホテル・旅館 作東バレンタインホテル 江見993 RC 5 3,694 1

老人福祉 作東老人保健施設 江見280 S 2 2,040 1
美作特別養護老人ホームやすらぎ荘 古町1707－3 S 2 3,626 1

小計 4 0 0 0 0 0 4 100%

その他の特定建築物

幼稚園 湯郷こども園園舎 湯郷67−1 S 1 2,411 1

ゲートボール場 三保原687 S 1 1,418 1

武蔵の里ゲートボール場 宮本72-1 S 1 1,047 1

集会場 作東文化芸術センター 江見945 RC 3 1,853 1

こぶしの里後山 中谷917-4 RC 3 1,003 1

国民宿舎 湯郷903 RC 3 1,443 1 閉鎖

城下住宅 真加部1791 RC 4 1

バレンタイン駅前団地 川北90-9 RC 3 1,324 1

万の台団地 土居3326-2 RC 3 1,233 1

林野駅前住宅 明見153-1 RC 5 4,665 1

定住促進住宅入田団地1号棟 入田513-10 RC 5 1,556 1

定住促進住宅入田団地2号棟 入田513-10 RC 5 1,552 1

定住促進住宅入田団地3号棟 入田513-28 RC 5 1,754 1

定住促進住宅入田団地4号棟 入田513-28 RC 5 2,312 1

定住促進住宅北山団地1号棟 北山269-3 RC 5 1,866 1

定住促進住宅北山団地2号棟 北山269-3 RC 5 1,857 1

定住促進住宅真加部団地1号棟 真加部28-1 RC 5 1,839 1

定住促進住宅真加部団地2号棟 真加部28-1 RC 5 1,830 1

老人福祉  作東老人保健施設  江見280 S 2 2,040 1

老人福祉 総合保険施設 古町1850-1 S 2 1,489 1

小計 16 2 1 0 1 0 20 100%

合計 44 2 17 1 2 0 65 97%

資料４　

作東中学校

市有特定建築物の耐震化市有特定建築物の耐震化

2

33

4

体育館

ホテル
 ・旅館

共同住宅

江見226-2

小学校

大原小学校 下町326-2

東粟倉小学校

勝田中学校 真加部1616-2

大原中学校 下町350

美作中学校

耐震性無

診断済み

三倉田205

1

災害対策本部

事務所

現地対策本部

避難所

中学校

体育館

延床
面積

耐震性

合計
耐震
化率

備考

S56以降 S56以前

未診断

耐震性有

区
分

県基本方針区分
法6条
の用途

施設名 所在地 構造 階数
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資料５

美作市揺れやすさマップ

○美作市役所

○英田総合支所

○勝田総合支所

○作東総合支所

○大原総合支所

○東粟倉総合支
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路線名 区間

国道179号 美作市道栄町入田線交差～美作市 明見交差点

県道51号美作奈義線 美作市 明見交差点～中国縦貫自動車道 美作IC口交差

美作市道栄町入田線 国道179号交差～美作市役所入口

　市が耐震診断を義務付ける緊急輸送道路

資料６

美作市内の緊急輸送道路路線図

指定年月日 ：平成30年(2018年)6月

耐震診断結果の報告期限 ：令和 5年(2023年)3月31日


